
愛媛県地球温暖化対策実行計画（改定素案）について、令和５年 10月 13日（金曜日）から

令和５年 11月 12日（日曜日）までの期間でパブリック・コメントを実施したところ、17人

の方から 78件の意見をいただきました。 

案に対する意見と考え方は、次のとおりです。 

なお、いただいた意見は、適宜集約・要約しております。 

 

寄せられた意見と県の考え方 

 寄せられた意見の要旨 県の考え方 

全体的なこと 

1 

【全般的なことについて】 

県として、促進計画を具体的、細分化し

て各自治体(市町村別等)、企業(業種

別)、個人へ各数値の“見える化”をお願

いしたい。 

また、この計画を推進するにあたっての

具体的実行金額提示が必要。 

【原案のとおり】 

本計画については、今後の脱炭素社会の

実現に向けた県の考え方･方向性･取組み

を取りまとめたもので、基本方針に基づ

く施策(P23-32)及び部門別の取組み

(P34-42)を整理させていただきました。

なお、各自治体や排出量の多い企業等で

は、温室効果ガス排出量の見える化に取

り組まれています。 

 

予算の計上･提示は困難でありますが、

脱炭素社会の実現に向け、本計画に示す

各種施策については、着実な実行に努め

て参ります。 

１ 計画の基本的事項 

 1-1 地球温暖化の現状と国内外の動向 

2 

不可逆的、急激に変化が起こるとされ

る問題群、「ティッピング・ポイント」

問題を明記すべき。 

すでに西南極の氷床の崩壊はティッピ

ング・ポイントを超えている、という

シミュレーションも出ている。９つの

世界的なティッピング・ポイントのう

ちの４つくらいはすでに超えていると

いう説もある。 

【原案のとおり】 

計画で示す情報を選択する観点から、原

案のままの記載とさせていただきます

が、今後、施策を推進するに当たって、

参考とさせていただきます。 

「愛媛県地球温暖化対策実行計画」（改定素案）に 

寄せられた意見と県の考え方 



 寄せられた意見の要旨 県の考え方 

3 

以前の版の記述にあった、以下の全国

地球温暖化防止活動センター出典のグ

ラフ(IPCC第六次評価報告書の記述で改

訂）を再度明記すべき。 
【原案のとおり】 

本計画では、21世紀末における地上気温

の変化を示すこととし、図 1-6に排出量

シナリオ別の世界平均気温の変化予測

（出典：全国地球温暖化防止活動センタ

ー）を掲載しているため、原案のとおり

とさせていただきます（P4）。 

4 

国際的状況と目標の間に齟齬がある。

国際交渉の動向を記述すべき。「COP28

ではグローバルストックテイクとし

て、世界の目標の妥当性などについて

見直しが行われ、その結果が 2035年目

標についての新たな各国の NDCに反映

される予定。」など。 

【原案のとおり】 

目標については、本県は産業部門の排出

量の割合が約６割と全国に比べて高く、

熱エネルギーの需要が大きく既存の技術

では排出削減が困難な分野も含まれるた

め、まずは、既存の設備や技術を最大限

活用した省エネや再エネ導入を進め、国

と同率の 46％の削減を目指して参りま

す。 

5 

表 1-1にある日本の情報ですが、2016年

以前のものとしてチームマイナス６％

などによる取り組みについて追記して

もいいのではないかと思います。愛媛の

ほうは 2002 年から記載されているため

少し違和感を感じる。 

【原案のとおり】 

動向に関する記載について、国の動向に

関しては最低限県民のみなさまにご承知

いただきたい事項、県に関しては改定の

流れとしてご承知いただきたい事項を掲

載しております。 

6 

現状には、今夏のひどい熱波について、

すでに起きている気候危機の現れとし

て特筆して言及をすべき。世界各国のア

ンケートを紹介することで、危機意識が

日本が特に低い問題を指摘するべき。 

【原案のとおり】 

本計画では、21世紀末における地上気温

の変化を示すこととし、図 1-6に排出量

シナリオ別の世界平均気温の変化予測

（出典：全国地球温暖化防止活動センタ

ー）を掲載しているため、原案のとおり

とさせていただきます（P4）。 



 寄せられた意見の要旨 県の考え方 

7 

国際交渉の動向、産業界の動向に大きく

影響する、「ピークオイルデマンド」とそ

の影響を記述すべき。 

 

※ピークオイルデマンド：石油の供給ピ

ークを迎える前に、脱炭素の要求や EVの

普及などにより石油の需要のピークが

来ると言う考え 

【原案のとおり】 

本計画では、P2に国際的な動向について

記述していることから、原案のままとさ

せていただきますが、今後、施策を推進

するに当たって、参考とさせていただき

ます。 

１ 計画の基本的事項 

 1-2 計画の見直し趣旨 

8 
過去の不作為の原因の究明を通じて導

入すべき対策を評価するべき。 

【原案のとおり】 

今回の計画見直しの趣旨は、法改定に基

づくものとしております。 

１ 計画の基本的事項 

 1-4 計画の基本理念と基本方針 

9 

基本方針の全てに SDGs17番「パートナ

ーシップで目標を達成しよう」は明記

する必要があるのではないか。 

【修正する】 

P17 において県民総ぐるみで地球温暖化

対策に取り組むこととしていることか

ら、本編を含め、基本方針の全てに

SDGs17番を追記いたします（P5）。 

10 

電力会社との協定を結ぶことにより、

基本となる電力の二酸化炭素排出係数

の目標値を確定するべき。 

【原案のとおり】 

県としては、国のエネルギー政策及びエ

ネルギー基本計画を踏まえつつ、脱炭素

社会の実現に向け取り組んで参ります。

なお、電力会社においても自社 CO2排出

量の削減目標を設定・公表し、取組みを

進めておられます。 

11 

脱原発を目指す姿勢を明確にして、電

力会社に脱原発と整合する計画を作る

よう働きかけを行うべき。  

【原案のとおり】 

県としては、国のエネルギー政策及びエ

ネルギー基本計画を踏まえつつ、政策的

に再エネ導入に力を入れていきたいと考

えています。 



 寄せられた意見の要旨 県の考え方 

２ 温室効果ガスの排出量等と再生可能エネルギーに関する状況 

 2-1 温室効果ガスの排出状況等 

12 

産業部門（製造業）の内訳や、主要な

対策が必要な産業とその削減可能性を

明記すること。 

【原案のとおり】 

産業部門（製造業）の内訳は P34 の部門

別排出量の状況のとおりです。 

脱炭素社会の実現に向けて、県民･事業

者･行政が一体となって県民総ぐるみで

取り組むことが重要と考えており、また、

パルプ・紙・紙加工品業や化学工業にお

いては、業界としても脱炭素化に向けた

取組みを進めています。 

２ 温室効果ガスの排出量等と再生可能エネルギーに関する状況 

 2-2 再生可能エネルギーに関する状況 

13 

洋上風力のタイムリーな開発のために

電力会社に地域開発計画を求めるべ

き。また、既存の高圧送電網の活用を

前提とすれば、佐田岬半島北岸のエリ

アを具体的な場所として提示してはど

うか。 

【原案のとおり】 

再エネポテンシャルの最大限活用に向

け、参考とさせていただきます。 

３ 温室効果ガス等の将来推計 

 3-2 温室効果ガス削減に向けた課題 

14 

表 3-4のうち、家庭部門において、再生

可能エネルギーの導入促進を追記すべ

きではないか。また家庭部門というのは

一戸建てのみでなくマンション等も含

まれると考えるため、それらも含めた導

入の促進について記載してはどうか。業

務部門については電力の自家消費等と

いうのが再生可能エネルギーのことを

指していると理解したが、異なるのであ

れば明記してはどうか。 

【原案のとおり】 

家庭部門を含めた各部門の取組みについ

ては、P34～42に記載しており、住宅の

種類を問わず、太陽光発電･蓄電池の設

置により、創エネ･蓄エネを促進してい

きます。 



 寄せられた意見の要旨 県の考え方 

４ 温室効果ガス等の削減目標（区域施策編） 

 4-1 目標設定の考え方 

15 
CO2 排出を減らすために、火力発電を規

制することを求める。 

【原案のとおり】 

県としては、国のエネルギー基本計画を

踏まえつつ、政策的に再エネ導入に力を

入れていきます。ご提案いただいた内容

については、今後の脱炭素社会の実現に

あたり参考とさせていただきます。 

16 

再エネ事業者の太陽光や風力発電を抑

制する「出力制御」が頻繁に行われてい

るため、原発や火力発電ではなく、再エ

ネを優先させる必要がある。 

【原案のとおり】 

再エネ導入拡大に向けては余剰電力の有

効活用が課題と認識しています。 

そのため、国に対して、系統運用の見直

しやインフラ整備等の抜本的な系統連系

対策、蓄電技術の開発等の取組みを要望

しています。 

また、四国電力は蓄電事業会社を設置

し、大型蓄電池の運用開始を目指してい

るほか、県も家庭用蓄電池の設置を促進

しています。 

４ 温室効果ガス等の削減目標（区域施策編） 

 4-2 目標の設定 

17 

2030年度の温室効果ガス削減目標を

60％以上に引き上げてはどうか。 

 

また、次のような取組みを検討してほ

しい。 

・給食での地産地消・菜食の普及 

・食品のカーボンフットプリント表示

制度 

・地域の工務店による積極的な断熱改

修の呼びかけ 

・公共施設での積極的な再エネの導入

を検討 

・山を壊してメガソーラーを建てるの

ではなく、既存の建築物の屋根に、太

陽光パネルの設置を後押しできるよう

な仕組みの導入 

【原案のとおり】 
本県は、産業部門の排出量の割合が約６
割と全国に比べて高く、熱エネルギーの
需要が大きく既存の技術では排出削減が
困難な分野も含まれるため、まずは、既
存の設備や技術を最大限活用した省エネ
や再エネ導入を進め、国と同率の 46％の
削減を目指して参ります。 
その他いただいたご意見については、次
の施策等に含まれるため、今後の施策を
進めるに当たっての参考とさせていただ
きます。 
・給食での地産地消・菜食の普及：地産
地消の推進（P30） 
・食品のカーボンフットプリント表示制
度：COOL CHOICEやエシカル消費の促進
（P23) 
・地域の工務店による積極的な断熱改
修：省エネ住宅、県産材住宅の普及（P23） 
・公共施設等での再エネの導入：再生可
能エネルギーの導入拡大（P27） 



 寄せられた意見の要旨 県の考え方 

18 

表 4-2にある主な対策や施策について、

各対策毎に具体的にどれだけ削減させ

るか、具体的に明記し、その理由もつけ

てはどうか。 

【原案のとおり】 

削減量の算定にあたっては、国が想定す

るエネルギー基本計画等の削減量を基

に、愛媛県分を算定しています。 

具体策は P34-42に記載しており、これ

らの複合的効果として各目標の達成を目

指して参ります。 

19 

再生可能エネルギーの利用促進に関す

る目標において、2030年までに約半分の

炭素排出量を削減するのであれば、目標

値は電源構成比で 50％以上の野心的な

目標を立ててはどうか。 

【原案のとおり】 

国のエネルギー基本計画において、2030

年の再生可能エネルギーの電源構成比を

36～38％とすることを掲げており、県に

おいてもこの目標の達成を目指して参り

ます。 

20 

再生可能エネルギーの利用促進に関す

る目標において、P11 でポテンシャルの

高い洋上風力発電と地中熱について、目

標値を記載してはどうか。 

【原案のとおり】 

表 4-3の導入目標については、計画策定

時点で見込まれる 2030年時点の設備容

量として整理しているものです。なお、

洋上風力･地中熱･太陽熱については、導

入しないとしているわけではなく、本計

画の計画期間である 2030年度までの目

標数値としての設定を行っていない旨を

ご理解いただければと思います。 

21 

国の目標である 2030 年 46％削減の数字

を、県の目標値にしたのでは手遅れでは

ないか。 

【原案のとおり】 

本県は、産業部門の排出量の割合が約６

割と全国に比べて高く、熱エネルギーの

需要が大きく既存の技術では排出削減が

困難な分野も含まれるため、まずは、既

存の設備や技術を最大限活用した省エネ

や再エネ導入を進め、国と同率の 46％

の削減を目指して参ります。 



 寄せられた意見の要旨 県の考え方 

４ 温室効果ガス等の削減目標（区域施策編） 

 4-3 削減目標等の達成に向けた対策・施策 

22 

効果的な気候変動対策の原則として 

1. 可能な限り全て電化 

2. 再エネを過剰建設 

3. 大規模送電網と市場創設 

4. 揚水や蓄電池等の建設 

5. 大量の植林 

6. 農業の脱炭素 

7. セメント・鉄鋼・製紙・重化学工業等

のプロセス脱炭素 

8. 重い炭素価格 

9. 化石燃料補助金廃止 

が挙げられている。 

このような対応策の原則にしたがって、

効果の上がる２割を優先に削減対象と

することで８割削減を達成できるよう

な重み付けをした手当をするべき。 

 

目標の内訳では、工業界には甘い数値目

標を立てて、その分家庭部門などの目標

比率が厳しくなっており、分配の方針が

間違っている。 

【原案のとおり】 

削減量の算定にあたっては、国が想定す

るエネルギー基本計画や計画策定時点で

見込まれる 2030 年時点の再エネ設備容

量等より算定を行っているものであり、

部門毎に実現可能と考える目標を設定し

たものです。 

本県は、産業部門の排出量の割合が約６

割と全国に比べて高く、熱エネルギーの

需要が大きく既存の技術では排出削減が

困難な分野も含まれるため、まずは、既

存の設備や技術を最大限活用した省エネ

や再エネ導入を進めていきたいと考えて

おります。 

23 

ピークオイル危機対応の観点からも温

暖化対策を進めるべきである、というこ

とを記述すべき。 

 

※ピークオイル危機：石油の需要がピー

クをうち投資が鈍ることで、第三次石油

ショック的な価格高騰ないし輸入量減

少といった危機がおこること（意見者の

考えから抜粋） 

【原案のとおり】 

本計画においては、化石燃料由来の CO2

排出削減について記述していることか

ら、原案のままとさせて頂くことをご理

解いただければと思います。 



 寄せられた意見の要旨 県の考え方 

４ 温室効果ガス等の削減目標（区域施策編） 

 4-3 削減目標等の達成に向けた対策・施策 

   【Ⅰ 脱炭素型ライフスタイル】 

24 

効果的な気候変動対策の原則として、温

暖化対策と多く関係するのが EVであり、

EV推進のため、一箇所で複数口の充電設

備への入れ替えなどを進めるべき。 

（EVによる対策の例） 

1. 可能な限り全て電化→EV 

2. 再エネを過剰建設→自宅の再エネで

充電 自宅の PV→EV、そして V2H化 

3. 大規模送電網と市場創設→経路充電

（高速道路 SAPA など）での急速充電ネ

ットワーク&VPP（バーチャル発電所） 

4. 揚水や蓄電池等の建設→EVの電池開

発に付随して家庭用電力系統用蓄電池

普及も拡大させる 

【修正する】 

ご指摘の趣旨を踏まえ、EVの普及促進の

ため、次のとおり修正いたします（下線

部を追加）。 

 EV･FCV の充電･充填設備等のインフラ

設備の整備･拡充（複数口化を含む）を推

進します（P24）。 

25 

高齢者など、自転車利用を促進するた

め、歩道と車道の間の段差を少なくすべ

き 

【修正する】 

ご提案の趣旨を踏まえ、自転車利用を促

進するため、次のとおり修正いたします

(下線部を追加)。 

 

交通管制による交通円滑化や信号機の

LED化、自転車走行環境の整備を促進し

ます（P24）。 

26 

住宅の断熱・高気密化を推進するための

補助金だけでなく、住宅の断熱・高気密

化の推進に向けて県が周知をすべき。 

【原案のとおり】 

県民の環境意識の向上や環境配慮行動を

促進すべく、脱炭素につながる国民運動

の「COOL CHOICE」や「デコ活」など、

様々な形で情報発信を行っていきたいと

考えております（P23）。 



 寄せられた意見の要旨 県の考え方 

27 

業務や家庭部門において、東京都、川崎

市のような太陽光発電設備の設置義務

化、鳥取県のような高断熱政策を取り入

れてはどうか。 

【原案のとおり】 

ご提案いただいた太陽光発電設備の設置

義務化までは踏み込んでいませんが、高

断熱政策については、省エネ住宅の普及

や住宅の ZEH化、建築物の ZEB化を促進

していきたいと考えております

（P23,25)。 

28 

日本の断熱基準が低いことから、地域の

工務店が積極的に断熱改修に取り組む

よう断熱等級６の義務化を導入すべき。 

【原案のとおり】 

ご提案いただいた義務化までは踏み込ん

でいませんが、断熱リフォームなど省エ

ネ住宅の普及や住宅の ZEH化を促進して

いきたいと考えております（P23)。 

29 

住宅の断熱化の周知徹底、資金面での援

助を、国や市町まかせでなく、県として

真剣に取り組むべきで、学校の教室や体

育館の断熱改修を促進してほしい。 

【原案のとおり】 

省エネ・創エネ・蓄エネによる住宅や建

築物のゼロエネルギー化として、断熱リ

フォームなど省エネ住宅の普及や事業

所・オフィスビル等の ZEB化を促進して

いきたいと考えております（P23,25)。 

30 

環境負荷の小さい交通の促進のため、公

共交通機関の利用が促進されるよう、利

用者への支援策を講じてほしい。 

【原案のとおり】 

環境負荷の小さい交通の促進として、公

共交通機関の利用拡大を対策･施策とし

て位置づけているところであり、支援策

の検討を含め、施策の実行に努めて参り

ます（P24）。 

31 

○公共交通機関や自転車等の利用拡大 

○交通渋滞の緩和・交通の円滑化 

これらを推進するため、安全な自転車・

パス専用レーンを複数路線の市街地に

完全導入し、自動車レーンを削減するこ

と、都市中心部の駐車場密度を減らす総

量規制を行い、中心部からの自家用車の

排除を目指すことなどを考えてはどう

か。 

【原案のとおり】 

公共交通機関や自転車等の利用拡大、交

通渋滞の緩和・交通の円滑化に取り組む

こととしており、ご提案いただいた内容

については、今後の施策を進めるに当た

っての参考とさせていただきます（P24）。 
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32 

県下全てのクリーニング店で、「かけつ

ぎ」「染め直し」サービスが使えるように

なれば、衣類の廃棄が減り二酸化炭素削

減に繋がるのではないか。 

【原案のとおり】 

3R活動の普及啓発など廃棄物の発生抑

制を推進していきたいと考えております

（P29）。また、県地球温暖化防止活動推

進員において、衣類の循環プロジェクト

等に取り組まれています。 

33 

郊外の空き家をダ―チャ(菜園付きセカ

ンドハウス)として活用し、県民の自給

率を上げることで、食料の移動に伴う二

酸化炭素の排出量を減らせるのではな

いか。 

【原案のとおり】 

低エネルギー社会システムの構築を目指

して、環境に配慮した地域づくり・まち

づくりや、地産地消を推進していきたい

と考えております（P30)。 

34 

愛媛県産のスパイス(山椒など)をもっ

と多く産出し、県民へ活用を進めること

で、海外からの輸送に係る温室効果ガス

排出削減に繋がるのではないか。 

【原案のとおり】 

県産農林水産物の消費拡大によるフード

マイレージの削減、脱炭素と農林水産業

の活性化に寄与する地産地消の取組みを

推進していきたいと考えております

（P30）。 

35 

県下すべてのスーパーに野菜などの地

元品直売コーナーの設置を推奨、または

義務づけることで、輸送に係る温室効果

ガス排出削減に繋がるのではないか。 

【原案のとおり】 

地元品直売コーナーの設置の義務づけま

では踏み込んでいませんが、県産農林水

産物の消費拡大によるフードマイレージ

の削減や地域で育てられた旬の食材に親

しむ機会の創出など、脱炭素と農林水産

業の活性化に寄与する地産地消の取組み

を推進していきたいと考えております

（P30）。 

36 

生活に必要なものを輸送せず、食材等を

自給自足することで、温室効果ガスの削

減に繋がるのではないか 

【原案のとおり】 

県産農林水産物の消費拡大によるフード

マイレージの削減や地域で育てられた旬

の食材に親しむ機会の創出など、脱炭素

と農林水産業の活性化に寄与する地産地

消の取組みを推進していきたいと考えて

おります（P30）。 
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37 

家畜の飼料を輸入に依存せず、県内で生

産し、自給できる方向に切り替えていく

対策を検討してはどうか。 

【原案のとおり】 

県では、新たな自給飼料生産や耕畜連携

による飼料生産・利用体系の整備等につ

ながる取組みを推進することで、過度な

輸入依存から脱却した経営体質への転換

を図っており、引き続き、農林水産分野

の活性化と温室効果ガス排出削減対策の

推進、環境に配慮した生産活動を促進い

たします（P30)。 

38 

住宅の耐久年数を伸ばし、資材の調達・

製造に伴う二酸化炭素量を削減するた

め、基礎に天然の石を使ってはどうか。 

【原案のとおり】 

住宅に関して省エネ・創エネ・蓄エネに

よるゼロエネルギー化を進めることとし

ており、ご提案いただいた内容について

は、今後の施策を進めるに当たっての参

考とさせていただきます（P23）。 

39 

観光のための飛行機路線の拡大は、多く

の CO2 排出増加を誘発していることか

ら、便数を減らすべき。 

【原案のとおり】 

ご提案いただいた内容については、今後

の施策を進めるに当たっての参考とさせ

ていただきます。なお、松山空港におい

ては、CO2 排出量削減への取組みの一環

として、空港内作業車両へのバイオディ

ーゼル燃料「B100燃料」使用の実証実験

を実施しています。 

４ 温室効果ガス等の削減目標（区域施策編） 

 4-3 削減目標等の達成に向けた対策・施策 

   【Ⅱ 脱炭素型ビジネススタイルの実現】 

40 

エコ通勤、エコドライブの普及の欄です

が、「えひめツーキニストクラブ」の記載

がないのは何故か。 

【原案のとおり】 

県では脱炭素化に向けた各種の取組みを

実施しており、えひめツーキニストクラ

ブもその中に含まれます。個別具体の事

業名について、数が多くなるため、記載

を省略している旨、ご理解いただければ

と思います。 
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４ 温室効果ガス等の削減目標（区域施策編） 

 4-3 削減目標等の達成に向けた対策・施策 

   【Ⅲ エネルギーの脱炭素化の促進】 

41 

グリーン水素は、再生可能エネルギーの

電気を用い、水を電気分解することによ

り生成するが、もともと少雨になりやす

い愛媛は、今後酷暑を迎えやすいと予測

されている中で、グリーン水素までする

べきなのか。理解を得られるのか。 

【原案のとおり】 

水素は、化石由来燃料の代替エネルギー

として注目され、我が国においても

2050年カーボンニュートラル実現に向

けた鍵であると言われおります。 

42 

水素ステーションを整備するためには、

各種機器を設置のために 150坪の土地が

必要であり、万一の水素漏えいのために

空に抜けた施設でなければならず、適地

で推進する必要あり。 

【原案のとおり】 

ご提案いただいた内容については、今後

の水素ステーション設置の推進にあたり

参考とさせていただきます。 

43 

大規模洋上風力は脱炭素化の鍵であり、

既存の電力会社に義務付けて開発を進

めさせるべき。 

【原案のとおり】 

ご提案いただいた内容については、今後

の脱炭素社会の実現にあたり参考とさせ

ていただきます。 

44 

○グリーン水素の地域循環体制の構築 

○水素の利活用の推進と普及啓発 

輸入エネルギーであるグレー水素につ

いては、エネルギー自給を目指して「脱

産油国資源」を強調するために、水素イ

ンフラの導入拡大には慎重路線を取る

べき。 

【原案のとおり】 

本計画ではグレー水素ではなく、グリー

ン水素の活用を考えています。ご提案い

ただいた内容については、今後の脱炭素

社会の実現にあたり参考とさせていただ

きます。 

４ 温室効果ガス等の削減目標（区域施策編） 

 4-3 削減目標等の達成に向けた対策・施策 

   【Ⅳ 環境負荷の少ない地域づくり】 

45 

農薬や化学肥料の生産、輸入で、二酸化

炭素を多く排出しているため、有機農業

の拡大が必要であり、環境教育と結びつ

いた食育が大切だと思う。 

【修正する】 

ご指摘の趣旨を踏まえ、環境教育と結び

付けた食育を推進するため、次のとおり

修正いたします（下線部を追加）

（P30)。 

 

 地域で育てられた旬の食材に親しむ機

会の創出、学校給食への県産食材活用に

よる未来を担う世代への意識啓発の推

進、県内生産者と飲食店とのマッチング

機会の創出など、更なる地産地消（食育

含む）を推進します（P30）。 
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46 

農地への無計画な太陽光パネルの設置

は、景観の破壊や住民への悪影響に繋が

るため、太陽光発電パネルの設置場所を

規制するまちづくり計画が必要だと思

う。 

また、気候変動に適応するための品種改

良について、ゲノム編集などの遺伝子操

作技術の応用は、十分な審査が義務付け

られていないため、慎重になるべきだと

思う。 

【原案のとおり】 

環境に配慮した地域づくり・まちづくり

を推進するほか、地域の合意形成を図り

つつ、環境に適切に配慮し、地域に貢献

する再エネ導入に向けて、市町が地域の

自然的社会的条件に応じて再生可能エネ

ルギー促進区域を設定できるよう、本計

画の別冊として環境配慮基準を策定しま

す（P27,30）。 

47 

3Rの推進より、ごみの分別を行うことに

ついてしっかり明記すべき。 

また、レジ袋なども生産過程で有害物質

が発生してしまうので、マイバッグ持参

も大切ですが、作る量を減らすことも明

記すべき。 

【原案のとおり】 

環境負荷の少ない地域づくりのため、「第

五次えひめ循環型社会推進計画」に基づ

き、廃棄物の発生抑制・適正処理等を推

進していきたいと考えております（P29）。 

48 

車両の EV 化が進み、いずれ訪れるリチ

ウムバッテリーの大量廃棄等による環

境汚染を防ぐため、車両の使用を抑える

具体策(条例など)を検討いただきたい。 

【原案のとおり】 

使用済み EVバッテリーへの対応につい

ては、4R

（Reuse/Refabricate/Recell/Recycle）

を促進していきたいと考えております

（P30)。 

49 
生ゴミの堆肥化など、有機肥料を地域で

生産、調達できれば良いと思う。 

【原案のとおり】 

ご提案いただいた内容については、施策

を進めるに当たっての参考とさせていた

だきます。なお、一部の市町では生ごみ

を堆肥化する取組みが行われています

（第五次えひめ循環型社会推進計画

P102より）。 

なお、県では、有機農業の拡大など、農

林水産分野の活性化と温室効果ガス排出

削減対策の推進、環境に配慮した生産活

動を促進していくこととしております

（P30）。 
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50 

46％削減のため、廃棄物削減が非常に重

要であり、生ゴミの分別回収と堆肥化を

実現して、有機農業用の肥料化すること

を目指すべきで、有機農業および再生農

業における脱炭素のための各種施策を

市の担当分野として取り込んではどう

か。 

【原案のとおり】 

ご提案いただいた内容については、施策

を進めるに当たっての参考とさせていた

だきます。なお、一部の市町では生ごみ

を堆肥化する取組みが行われています

（第五次えひめ循環型社会推進計画

P102より）。 

なお、県では、有機農業の拡大など、農

林水産分野の活性化と温室効果ガス排出

削減対策の推進、環境に配慮した生産活

動を促進していくこととしております

（P30）。 

４ 温室効果ガス等の削減目標（区域施策編） 

 4-3 削減目標等の達成に向けた対策・施策 

   【Ⅴ 環境教育・学習の充実とパートナーシップの構築】 

51 

「小中学校における ESDの徹底」におい

て、ESD 教育は、全世代向けの取組みで

あり、小中学校に限るものではないこと

から、「環境教育・学習の充実とパートナ

ーシップの構築」を「ESD・環境教育・学

習の充実とパートナーシップの構築」と

してはどうか。 

【修正する】 

ご提案の趣旨を踏まえ、基本方針のタイ

トルを次のとおり修正いたします(下線

部を追加)（P31）。 

 

Ⅴ 環境教育(ESD)･環境学習の充実とパ

ートナーシップの構築 

52 

ESD 教育は、小中学校に限定すべきでは

ないと考える。 

また、環境体験学習は、小中学校も行う

よう明記するべきだと考える。 

さらに、地域における環境学習の展開に

おいて、松山市ではなく町単位で環境問

題を取り扱ったイベントを行う対策を

入れるべきだと思う。 

【修正する】 

ご提案の趣旨を踏まえ、次のとおり修正

いたします(下線部を追加)(P31)。 

 

・Ⅴ 環境教育(ESD)･環境学習の充実と

パートナーシップの構築 

・学校教育の様々な場面において、

ESD(持続可能な開発のための教育)の視

点を取り入れた環境教育（体験学習を含

む）を徹底 

 

また、環境学習の展開については、今後

の事業実施にあたり参考とさせていただ

きます。 
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53 

「環境教育ガイドの作成」と書かれてい

ますが、こちらも、「ESD・環境教育・学

習ガイドの作成」に変更してはどうか。 

【修正する】 

ご提案の趣旨を踏まえ、基本方針のタイ

トルを次のとおり修正いたします(下線

部を追加)（P31）。 

 

Ⅴ 環境教育(ESD)･環境学習の充実とパ

ートナーシップの構築。 

54 

「小中学校における ESD教育の徹底」に

おいて、ESD の浸透、えひめ森林公園の

活用度の向上のため、えひめ森林公園

ESD プログラム(森林のはたらき)の活用

など具体的に記載してはどうか。 

【修正する】 

ご提案の趣旨を踏まえ、ESD の浸透やえ

ひめ森林公園の活用向上ため、P32[④普

及啓発の強化-○多様な主体と連携した

普及啓発]に、以下を新規に追加いたしま

す。 

 

 「えひめ森林公園 ESDプログラム」など

県内地域 ESD拠点や四国地方 ESD 活動支

援センターと連携し、県内における ESD

の推進を支援します。 

55 

②地域における環境学習の展開では、推

進員の活動について地域の環境学習を

担う人材との狭い活動に誤解されない

様に、推進員の活動の実態(毎年活動の

実施報告を提出)を表記しより推進員へ

の理解が深まり増員に繋がる様な表記

をお願いしたい。 

【修正する】 

推進員の活動についての理解が深まるよ

う「○地域をつなぐ人材の育成」の項目

に推進員の活動例が紹介されている県

HPの URLを記載することにより、対応

させていただきます（P31）。 

56 

教育関係者の関わりをもたすため、愛媛

大学教育学部や愛媛県教育委員会との

連携・検討について記載すべきではない

か。また、文部科学省と環境省が設置し

ている「四国地方 ESD活動支援センター」

の情報も記載してもらいたい。 

【修正する】 

ご提案の趣旨を踏まえ、「四国地方 ESD活

動支援センター」について、「７．計画の

進行体制」の図 7-1計画の推進体制に追

記いたします。 

 

愛媛大学及び愛媛県教育委員会（副教育

長が愛媛県地球温暖化対策推進本部の本

部員）との連携については、「７.計画の

進行管理」に示す計画の進行体制の中で

連携していくこととしております（P66）。 
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57 

①について、「～環境教育を徹底し、」と

ありますが、その教育を担うのは専門の

団体と教員のどちらが主なのか？教員

の場合、教員への研修が必要ではない

か。 

【原案のとおり】 

教育を担うのは専門の団体･教員のどち

らでもあると考えており、また、環境教

育ガイドの作成等により教育体制の充実

を図りたいと考えております（P31）。 

58 

地球温暖化対策実行計画の策定におけ

る市民の参加制度が不十分であるため、

フランスのような気候市民会議を開催

し、透明性・市民の主体性のある策定プ

ロセスを求めたい。 

【原案のとおり】 

県では、意思決定過程における公正の確

保と透明性の向上を図るとともに、県民

の皆様が積極的に参加する県政の推進に

資することを目的にパブリック・コメン

ト制度を設けていますので、ご理解をい

ただければと思います。 

59 

温暖化対策への県の取り組みについて、

情報が県民に十分に伝わるよう分かり

やすいリーフレットや動画を作成し、県

のＨＰなどでも広報に努めるべき。 

【原案のとおり】 

様々な機会や情報発信ツールを活用し、

県民の環境意識の向上や環境配慮行動の

促進に努めて参ります。 

60 

気候市民会議を開催して大勢の衆知を

集めること、会議に参加する中で、こん

な対策があるのだ、ということを納得

し、周りの人を巻き込んだ普及啓発が実

施できると考える。 

【原案のとおり】 

P66,67の「愛媛県地球温暖化防止県民運

動推進会議」を核として、温室効果ガス

の排出量削減に係る各種取組みの実効性

を高めて、本計画に示した目標の達成を

目指して参ります。 

61 

「環境教育を担う人材の育成」におい

て、環境マイスター、環境カウンセラー

等の認定制度、これら講師の派遣制度を

統一していく予定はあるのか。可能であ

れば、「ESD・環境教育・学習のための講

師派遣制度の充実に向けて整備を検討

する」等の文言を記載できないか。 

【原案のとおり】 

派遣制度の実施主体が異なるため、派遣

制度の統一については現時点で予定はご

ざいませんが、それぞれ連携して人材の

育成に努めたいと考えております。 
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４ 温室効果ガス等の削減目標（区域施策編） 

 4-3 削減目標等の達成に向けた対策・施策 

   【（２）カーボンニュートラルの実現に向けて（部門別取組み）】 

62 

 

省エネ・創エネ・蓄エネの促進（P40）に

おいて、戸建て住宅でも車庫がなく、利

用している月極駐車場、集合住宅内にあ

る駐車場に普通充電を設置するよう勧

めてほしい。 

【原案のとおり】 

EV・FCVの充電・充填設備等のインフラ

整備の整備・拡充（複数口化を含む）を

推進することとしています（P24）。 

ガソリン車から電動車への転換に向けて

は、普通充電器と急速充電器を組み合わ

せた重層的な充電インフラ整備が重要で

あり、普通充電では、戸建て住宅に限ら

ず集合住宅の駐車場等での設置も必要で

あると考えております。 

県では、EV急速充電設備設置の支援に

取り組んでおり、ご提案いただいた内容

については、今後の事業実施にあたり参

考とさせていただきます。 

５ 温室効果ガス等の削減目標（事務事業編） 

 5-2 目標の設定 

63 

行政機関としては、業務継続こそが至上

命題であるので、ピークオイル(デマン

ド)シナリオ、つまり第三次石油ショッ

ク的な価格高騰ないし輸入量減少とい

った危機時に対応する BCPを策定するべ

きである。 

【原案のとおり】 

再生可能エネルギーの導入拡大や次世代

エネルギーの実装促進等により、エネル

ギーの地産地消に向けた取組みを推進し

たいと考えております（P27,28)。 

64 

一事業者としてほかの事業部門横並び

になるのではなく、先行すべき先進事

業体が「県」である、と位置づけて目

標を高く掲げるべき。 

国全体として必要な 62％(70%)削減の数

字をそのまま使うのはどうか。 

【原案のとおり】 

事務事業編の目標については、2022年度

現在で 26.3％削減であること、また、政

府の削減目標も 50％削減であることか

ら、まずは 2030 年度 50％削減を目指し

ていきたいと考えております。 



 寄せられた意見の要旨 県の考え方 

５ 温室効果ガス等の削減目標（事務事業編） 

 5-3 削減目標達成に向けた対策・施策 

65 

2)脱炭素や環境保全につながる庁内で

のその他の取組み 

①職員研修の実施による意識徹底・行動

変容の促進 

組織の意思決定に反映させるフィード

バックとなるため、気候市民会議の団体

職員版を作って対策の必要性、可能な措

置の範囲の意思決定を行わせてはどう

か。 

【原案のとおり】 

県では、各部局長等が本部員となる「愛

媛県地球温暖化対策推進本部」を通じて、

職員への啓発や意識統一を図っており、

ご意見を踏まえて、活動を加速させてい

きたいと考えております（P66,P67）。 

66 

県が PPA事業を実施すれば、再生可能

エネルギーの開発増加に繋がるため、

再生可能エネルギー電力の調達は「検

討」ではなく資金を積み立ててでも早

期に実施するべき。 

【原案のとおり】 

まずは、現在県有施設での自家消費(省エ

ネ･創エネ･蓄エネ)に向けて取組みを進

めることとしており（P47)、その状況を

踏まえることが必要であることから、検

討と記述したところです。 

ご提案いただいた内容については、今後

の脱炭素社会の実現にあたり参考とさせ

ていただきます。 

６ 気候変動の影響への適応（気候変動適応計画） 

 6-3 適応への取組方針 

67 

IPCC最新報告書によると、今日、適応策

への費用には緩和策と同じ規模の資金

を提供する必要があるため、適応策の大

幅予算化のため国への予算要請を積み

上げるべき。 

【原案のとおり】 

ご提案いただいた内容については、今後

の事業実施にあたり参考とさせていただ

きます。 

68 

(1)農業･林業･水産業(水稲･果樹、病害

虫･雑草等、農業生産基盤) 

農業分野などにおける適応策につい

て、問題にはすべて対応しなければな

らないことを明記するべき。 

【原案のとおり】 

適応策の方針については、特定品種のみ

の適応策を記述しているのではなく、こ

こでは優先順の高いものについて、特に

検討すべき項目として特出ししているこ

とをご理解いただければと思います。 
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69 

(1)農業･林業･水産業(水稲･果樹、病害

虫･雑草等、農業生産基盤) 

「気温上昇限度１．５℃（ないし２℃）

以上の場合に海洋生態系が適応するす

べはないものと考えられる」などの表現

で「何度レベルまでの適応策」を前提と

して想定するのかをはっきりさせる必

要があるのではないでしょうか。 

【原案のとおり】 

適応策の方針は、優先順位の高いものに

ついて、より大きな気候変動リスクに対

応するための適応策を示したものであ

り、ご提案いただいた内容については今

後の事業実施にあたり参考とさせていた

だきます。 

70 

(4)自然災害・沿岸分野 

将来的な気候変動のレベルとしては

２℃上昇の RCP2.6 の場合を元にして、

愛媛県が肱川流域の降水量予測を行い、

かつ様々なシナリオを立てて、これを基

本高水想定に用いるべき。 

【原案のとおり】 

ご提案いただいた内容については、今後

の事業実施にあたり参考とさせていただ

きます。 

71 

(4)自然災害・沿岸分野 

流域治水に住民参加の仕組みを組み込

む、具体的にはくじ引きで参加する市民

に専門家が惜しみなく情報を提供して

熟議してもらいコンセンサスを取ると

いう、気候市民会議の仕組みを導入する

こと。 

【原案のとおり】 

ご提案いただいた内容については、今後

の事業実施にあたり参考とさせていただ

きます。 

７ 計画の進行管理 

 7-1 計画の進行体制 

72 

表 7-2 において、「地球温暖化防止活動

推進センター及び地球温暖化防止活動

推進員」の記載が、一体のような扱いで

センターに推進員が所属しているよう

に読み取れるため、別々の推進組織とし

て分かるような表記をお願いしたい。 

【修正する】 

別々の推進組織としてわかるよう、図

7-1及び表 7-2を修正いたします

（P66,67）。 

73 

進行管理について“県民･事業者･民間団

体等及び行政の各主体が互いに連携･協

力”とあるが、多くの方々が温暖化防止

活動に参加して連携、協力体制構築でき

るよう計画立案をお願いしたい。 

【原案のとおり】 

個別計画の立案・推進にあたっては、図

7-1「計画の推進体制」を軸に各主体の

連携･協力を行いながら、多くの方が脱

炭素に向けた取組みに参加いただけるよ

う取り組んで参ります（P66)。 
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74 

地域の適応策を議題にして、直接民主制

（くじびき）の取り組みである『気候市

民会議』を開催することで、市民への啓

発にもおおいにつながると考えられる。 

【原案のとおり】 

P66,67の「愛媛県地球温暖化防止県民運

動推進会議」を核として、県民の皆様へ

の啓発等に取り組みたいと考えておりま

す。 

75 

表 7-1において、県民の欄に“地球温暖

化問題に関する理解を深め、自らのエネ

ルギー消費量･温室効果ガス排出量を把

握する。”の記述があるが、計画内容を県

民一人一人の生活レベル目線で“数値な

どの見える化” をお願いしたい。 

【原案のとおり】 

カーボンニュートラルの実現に向けて

「３）家庭部門」のロードマップに記し

たとおり、個人の CO2見える化等にも取

り組みたいと考えております（P40）。 

【資料編】 

 (4) 温室効果ガス排出量の推計について 

76 

BAU ケースにおける活動量の設定に基づ

く各種グラフにおいて、凡例を記載して

ほしい。 

【修正する】 

P80-81のグラフについて、記号の凡例

を追記いたします（P80）。 

○（青）：指標実績値 

○（白）：指標実績値に基づく近似式値 

○（橙色）：将来推計に採用した推計値 

【資料編】 

 (6) 地球温暖化防止対策県民啓発資料 

77 

照明・電気設備に関する欄において、省

エネや 2027 年までに直管蛍光灯の製造

禁止が水銀に関する水俣条約で先日決

まったことを考慮すると、「蛍光灯の交

換」と記載するのはやめたほうがいいの

ではないか。 

【修正する】 

ご提案の趣旨を踏まえ、省エネや直管蛍

光灯の製造禁止が水俣条約で決まったこ

とを考慮し、次のとおり修正させていた

だきます(下線部を修正)（P88）。 

 

定期的な照明器具の清掃を行いましょ

う。 

78 

ごみを減らす 27 ゴミの分別処理より、

ポイ捨てしないことを明記する必要が

あると考える。 

【原案のとおり】 

参考とした「ゼロカーボンアクション

30」（環境省公表）の趣旨を踏まえ、表

記のとおりの記載とさせていただくこと

をご理解いただければと思います

（P85）。 

 


